
平成２１年６月１５日

経 済 産 業 省

原子力安全・保安院

加工施設の変更に係る使用前検査合格証の交付について

（日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所）

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第１６条の３第１項

の規定に基づき、日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所に対し、使用前検査を行

ったところ、合格と認められたことから、核燃料物質の加工の事業に関する規

則第３条の７の規定に基づき、使用前検査合格証を交付しましたので、お知ら

せします。

１．事業所及び施設の名称

日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所

２．検査申請日

平成２０年９月２６日（平成２０年１１月７日及び平成２１年１月１９日

をもって変更の届出）

３．検査合格証交付日

平成２１年６月１２日

４．検査の概要

（1）検査の対象

付着ウラン回収設備及びＵＦ６処理設備

(2) 検査の内容

外観検査、配置及び員数検査、耐震検査、材料検査、臨界防止検査、

漏えい検査、系統検査及び性能検査

（本発表資料のお問い合わせ先）

原子力安全・保安院 核燃料サイクル規制課長 石井

担当：小林、森
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